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熱中症対策について

ここ数日気温の高い日が続き，熱中症対策が急務となっています。

昨日，校長会連絡網で，「学校行事の際熱中症チェッカーを活用してください」と連絡を回し

ました。

昨日に続き，本日も気温が高くなっています。また，夏季休業中の部活動等に対しても注意

が必要です。

つきましては，教育長，校長会役員で協議をした結果，下記の事項を参考資料として送付し

ますので，各校で熱中症対策をお願いいたします。

記

１ 本日の部活動等の活動

(1) 熱中症チェッカーで熱中症の危険度を測定し，ＷＢＧＴが３１°Ｃ以上の場合は運動

を中止する。

(2) 部活動等を実施する場合でも，ＷＢＧＴを確認し，終了時刻を早める等の対策を行う。

※ＷＢＧＴ表は日本体育協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」参照のこと。

２ 夏季休業中の部活動等について

(1) 添付資料を活用し，ＷＢＧＴが３１°Ｃ以上の場合は運動を中止する。

(2) 熱中症対応フォローを教職員で周知する。

(3) 部活動で運動を実施するかどうかの判断は顧問個人に任せるのではなく，学校長判断

のもと統一する。

(4) 練習前の健康チェックはもちろんのこと，練習後の健康チェックを必ず行う。


